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平成 29年度における四国地区の消費税転嫁対策の取組について 

平成 30 年６月 12 日 

公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所四国支所  

はじめに 

公正取引委員会は，消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から，消費税の転嫁拒否等

の行為（以下「転嫁拒否行為」という。）の未然防止のための取組と，転嫁拒否行為に対する迅

速かつ厳正な対処のための取組を進めてきたところである。 

近畿中国四国事務所四国支所（以下「四国支所」という。）においても，転嫁拒否行為等に対

して迅速かつ厳正に対処することを目的として，「消費税転嫁対策調査室」を設置し，四国支所

管内（徳島県，香川県，愛媛県及び高知県）において消費税転嫁対策に係る取組を実施してき

たところ，平成 29年度における管内の取組状況は以下のとおりである。 

第１ 転嫁拒否行為に対する迅速かつ厳正な対処のための取組 

１ 措置件数 

管内においては，平成 29年度は，転嫁拒否行為に対して，10件の指導を行っている。主

な指導の概要は別紙のとおりである。 

表１：措置件数   [単位：件] 

年 度 
平成29年度 平成28年度 累計（注） 

全国 四国地区 全国 四国地区 全国 四国地区 

措

置 

指 導 
370 

《16》 

10 

《３》 

362 

《20》 

12 

《１》 

2,121 

《140》 

94 

《７》 

勧 告 
５ 

《１》 

０ 

《０》 

６ 

《０》 

０ 

《０》 

43 

《８》 

２ 

《１》 

合 計 
375 

《17》 

10 

《３》 

368 

《20》 

12 

《１》 

2,164 

《148》 

96 

《８》 

違反事実なし 149 ７ 218 ７ 1,299 66 

（注） 累計の数値は，平成25年10月から平成30年３月までの累計。また，全国の件数には，四国地区の件数を含む

（以下同じ。）。 

《 》内の件数は，大規模小売事業者に対する勧告又は指導の件数で内数である。 

 

問い合わせ先  公正取引委員会事務総局 近畿中国四国事務所 四国支所 

消費税転嫁対策調査室 

電話 ０８７－８１１－１７５８（直通） 

ホームページ  http://www.jftc.go.jp/regional_office/shikoku/ 
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別紙 

 

主な指導事例 

（平成 29年４月～平成30年３月） 

 

買いたたき（第３条第１号後段） 

 ① 製材業を営むＡ社は，原木の買付業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対し，平

成 26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委託代金を

据え置いていた。 

 

 ② 紙製品製造業を営むＢ社は，紙製品の加工業務を委託している事業者（特定供給事業者）に

対し，平成 26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委

託代金を据え置いていた。 

 

 ③ 金属製品製造業を営むＣ社は，金属製品の加工業務を委託している事業者（特定供給事業者）

に対し，平成 26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの

委託代金を据え置いていた。 

 

 ④ 自動車ディーラーを営むＤ社は，法律に関する指導業務を委託している事業者（特定供給事

業者）及び自社が使用する駐車場の賃貸人（同）に対し，平成 26年４月１日以後も消費税率

の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの対価を据え置いていた。 

 

 ⑤ 大規模小売事業者であり，家具販売店を営むＥ社は，カーテンの裾上げ等の調整業務を委託

している事業者（特定供給事業者）に対し，平成 26年４月１日以後も消費税率の引上げ分を

上乗せすることなく，消費税込みの委託代金を据え置いていた。 

 

⑥ 金融業を営むＦ社は，社員食堂の運営を委託している事業者（特定供給事業者）並びに自社

が使用するＡＴＭ設置場所及び駐車場の賃貸人（同）に対し，平成 26 年４月１日以後も消費

税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの対価を据え置いていた。 

 

 ⑦ Ｇ森林組合は，木の運搬業務を委託している事業者（特定供給事業者）に対し，平成 26年

４月１日以後も消費税率の引上げ分を上乗せすることなく，消費税込みの委託代金を据え置い

ていた。 


